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１ 【内部統制報告書の訂正報告書の提出理由】

平成23年６月29日に提出いたしました第19期（自　平成22年４月１日　至　平成23　年３月31日）　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　内部統制報告書の記載事項の一部に誤りがありましたので、金融商品取引法第24条の４

の５第１項に基づき、内部統制報告書の訂正報告書を提出するものであります。

　

２ 【訂正事項】

２【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

　

３ 【訂正箇所】

訂正箇所は　　を付して表示しております。

　
２【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

　（訂正前）

　財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考慮して決定しており、会社及

び連結子会社２社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制

の評価範囲を合理的に決定した。なお、連結子会社２社については、金額的及び質的重要性の観点から僅少で

あると判断し、全社的な内部統制の評価範囲に含めていない。 

　業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、期中に事業譲受けを行ったことを踏まえ、食品機械事

業の売上高予算も含めた各事業拠点の当連結会計年度の売上高予算の金額(連結会社間取引消去前)が高い拠

点から合算していき、連結売上高の概ね２／３に達している射出成形機事業に係る事業拠点、及び食品機械事

業に係る事業拠点を「重要な事業拠点」とした。重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる

勘定科目として売上高、売掛金及び棚卸資産に至る業務プロセスを評価の対象とした。 

　

　

　 (訂正後）

財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考慮して決定しており、当社

を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合

理的に決定した。なお、連結子会社４社については、金額的及び質的重要性の観点から僅少であると判断し、

全社的な内部統制の評価範囲に含めていない。

 　業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点の当連結会計年度の売上高予算の金額

(連結会社間取引消去前)が高い拠点から合算していき、連結売上高の概ね２／３に達している射出成形機

関連事業に係る事業拠点、及び食品機械関連事業に係る事業拠点を「重要な事業拠点」とした。重要な事業

拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として売上高、売掛金及び棚卸資産に至る業務プ

ロセスを評価の対象とした。
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